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九
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①
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岡
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一
〇

　

福
岡
県
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

�

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
五
号

　
　
　

福
岡
県
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
福
岡
県
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
福
岡

県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。

　

（
用
語
）

第�

二
条　

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
主
回
収
の
報
告
）

第�

三
条　

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
自
主
回
収
着
手
報
告
書
（
様
式
第
一
号
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２�　

条
例
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
食
品
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　

一�　

食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
十
九
条
又
は
第
三�

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
費
期
限
又
は
賞
味
期
限
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
表

示
す
べ
き
期
限
よ
り
も
後
の
年
月
日
を
表
示
し
た
も
の

　

二�　

食
品
表
示
基
準
第
三
条
第
一
項
、
第
十
九
条
又
は
第
三
十
二
条
第
一
項
に
定
め
る
保
存
の
方
法

の
表
示
の
基
準
に
従
っ
た
表
示
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

　

三�　

食
品
表
示
基
準
第
三
条
第
二
項
、
第
十
九
条
又
は
第
三
十
二
条
第
二
項
に
定
め
る
特
定
原
材
料

の
表
示
の
基
準
に
従
っ
た
表
示
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の

３��　

条
例
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
食
品
等
は
、
同
一
の
ロ
ッ
ト
を
形
成
す
る
食
品

等
の
中
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
状
態
に
あ
る
も
の
が
相
当
数
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

　

一�　

衛
生
管
理
が
不
適
切
で
あ
っ
た
た
め
、
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
微
生
物
、
化
学
物

質
又
は
異
物
が
含
ま
れ
、
若
し
く
は
付
着
し
た
も
の
又
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
も
の

　

二�　

現
に
食
品
等
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
お
い
て

、
当
該
被
害
の
態
様
か
ら
み
て
当
該
被
害
と
同
様
の
被
害
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

　

三�　

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
が

発
せ
ら
れ
、
現
に
当
該
命
令
に
係
る
処
置
が
執
ら
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
命
令
の
対
象

と
な
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
当
該
命
令
の
対
象
と
な
っ
た
食
品
等
と
同
種
又
は
類
似
の
も
の
で
あ

っ
て
、
当
該
命
令
に
係
る
違
反
と
同
様
の
違
反
の
疑
い
が
あ
る
も
の

４�　

条
例
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
自
主
回
収
終
了
報
告
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
施
策
の
提
案
）

第�

四
条　

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
案
は
、
食
品
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施

策
提
案
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
委
員
会
の
組
織
等
）

第�

五
条　

条
例
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
福
岡
県
食
品
安
全
・
安
心
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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２　

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
委
嘱
す
る
。

　

一　

消
費
者

　

二　

食
品
関
連
事
業
者

　

三　

学
識
経
験
者

３�　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。

４　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
員
会
の
会
長
）

第
六
条　

委
員
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２　

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３�　

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員
が

、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

　

（
委
員
会
の
会
議
）

第
七
条　

委
員
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２　

会
長
は
委
員
会
の
会
議
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
運
営
す
る
。

３�　

委
員
会
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

４�　

委
員
会
の
議
事
は
、
会
議
に
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の

決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
委
員
会
の
庶
務
）

第
八
条　

委
員
会
の
庶
務
は
、
保
健
医
療
介
護
部
保
健
衛
生
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

　

（
補
則
）

第�

九
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
委
員

会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様式第 1号（第３条第１項関係） 

 
自 主 回 収 着 手 報 告 書 

 
年 月 日 

 
 
福岡県知事 殿 

 
 

住所 
氏名 
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、 
名称及び代表者の氏名） 

 
 
（製造・輸入・加工・販売）した食品等について、下記のとおり自主的な回収に着手したので、

福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例第１７条第１項の規定により報告します。 
 

記 
 
回収する食品等の名称及び

商品名 
 

回収する食品等を特定する

情報 
 
（形態、容量、消費期限、

賞味期限、製造番号、表示

事項等） 
 
※ 製品の表示事項、写真

があれば添付してくださ

い。 
 

 
 

食品等の出荷（販売）年月

日、出荷先（販売者）及び

その数量 
 
※ 多数ある場合は、別紙

のリストを添付してくだ

さい。 

 

回収を開始した年月日 年 月 日 
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製造等が行われた事業所の

名称及び所在地 
 

回収の理由 １ 食品衛生法に違反するもの 
（違反内容： ） 

 
２ 食品表示法に違反するもの 
（違反内容： ） 

 
３ その他、健康への悪影響の未然防止の観点から回収するもの 
（１）衛生管理の不備による異常 
 
（２）健康上の被害が生じているもの 
 
（３）行政処分を受けた場合であって、処分対象品と同様の違反が

疑われるもの 
 
４ その他 
具体的に 

 
 

回収に至った原因 
 
※ 原因の究明に至ってい

ない場合は、その旨を記

入してください。 

 

回収の方法等 
 
（回収方法、回収情報の周

知方法、問合せ先、回収品

の保管場所、回収終了予定

等） 
 
※ 社告、ホームページへ

の掲載等を行う場合は、

その内容を添付してくだ

さい。 

 

想定される健康への影響 
 

 

担当者所属部署及び担当者

氏名 
 

備 考  
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様式第２号（第３条第４項関係） 

 
自 主 回 収 終 了 報 告 書 

 
年 月 日 

 
 
福岡県知事 殿 

 
 

住所 
氏名 
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、 
名称及び代表者の氏名） 

 
 

年 月 日に報告した、下記の食品等の自主的な回収については、終了したので、

福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例第１７条第５項の規定により報告します。 
 

記 
 
回収された食品等の名称

及び商品名 
 

回収終了年月日 年 月 日 

回収された食品等の数量 
 
※ 複数のロットがある

場合は、ロットごとの

数量を記入してくださ

い。 
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回収に至った原因 
 
※ 自主回収着手報告書

の提出後に新たに判明

したものについて記入

してください。 
 
 
 
 

 

再発防止のために講じら

れた措置 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

回収された食品等の保管

場所 
 

 

処分等の方法 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

処分等を行う予定時期 
 

 

担当者所属部署及び担当

者名 
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様式第３号（第４条関係） 

 
食品の安全・安心の確保に関する施策提案書 

 
年 月 日 

 
 
福岡県知事 殿 

 
 

郵便番号 
住 所 
氏 名 

    連絡先電話番号（ ） － 
（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称

及び代表者の氏名） 
 
 
福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例第１８条第１項の規定により、下記のとおり提案し

ます。 
 

記 
 

提 案 の 種 類 □ 施策の策定 □ 施策の改善又は廃止 □ その他の見直し 

 
 
提 案 の 内 容 
 
 

 

 
 
提 案 の 理 由 
（提案の端緒となっ

た事案等） 
 
 

 
 

提案が施策に反映さ

れることにより期待

される効果 

 

備考 
１ 「提案の種類」の区分の欄は、該当する□にレ印を記入してください。 
２ 施策の提案に当たって、参考資料があれば添付してください。 
３ この提案書は、食品の安全・安心の確保に関する施策に係る制度の新設、改廃等を対象とす

るものであり、個別の事案に対して個別の対応を求めることは対象となりませんので注意して

ください。 
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福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称　
　
　

代
表
者　
　

�

会
計
責
任�　
　
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　
　
　

�

届
出
年
月
日�　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
氏
名　
　

�

者
の
氏
名�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

案
浦
か
ね
と
し
後
援
会　

案
浦　

兼
敏　

八
尋　

由
隆　

福
岡
県
糟
屋
郡
粕
屋
町
大
字
酒
殿
一　

二
八
、
一
二
、　

五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

亀
田
安
夫
後
援
会　
　
　

亀
田　

安
夫　

亀
田　

道
彦　

福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
大
字
香
春
二　

二
八
、
一
二
、
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
七　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
九
州
政
治
経
済
研
究　

増
田　

憲
亮　

伏
谷　

拓
人　

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
東
篠
崎　

二
八
、
一
二
、
一
三

所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
―
二
―
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
九
州
の
風　
　
　
　
　

大
瀬　

博
巳　

古
家　

一
樹　

福
岡
県
北
九
州
市
門
司
区
大
字
田
野　

二
八
、
一
二
、
二
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浦
一
〇
三
四
―
八
（
有
）
大
瀬
運
送　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
商
工
政
治
連
盟　

佐
伯　

隆
幸　

古
杉　

昻
一　

福
岡
県
太
宰
府
市
観
世
音
寺
一
―
二　

二
八
、
一
二
、　

七

太
宰
府
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ
じ
か
わ
厚
子
後
援
会　

冨
士
川
厚
子　

冨
士
川
正
裕　

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
上
富
野　

二
八
、
一
二
、　

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
―
一
六
―
二
七　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
原
貢
後
援
会　
　
　
　

宮
原　
　

貢　

宮
原　

美
保　

福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
中
津
原
二
六　

二
八
、
一
二
、
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇
―
三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

　

政
治
団
体　
　

代
表
者　
　
　

異
動
事
項　
　
　
　
　

新　
　
　
　
　
　
　
　

旧　
　
　
　
　
　

�

異
動
年
月
日�　

　

の
名
称　
　
　

の
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

自
由
民
主
党　

藤
木　
　

智　

代
表
者
の
氏
名　

藤
木　
　

智　
　
　
　

中
野　

勝
寛　
　
　
　

二
八
、
一
一
、　

五

中
間
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
民
主
党　

鳩
山　

二
郎　

政
治
団
体
の
名　

自
由
民
主
党
福
岡
県　

自
由
民
主
党
福
岡
県　

二
八
、
一
二
、
二
一

福
岡
県
衆
議　
　
　
　
　
　
　

称　
　
　
　
　
　

衆
議
院
支
部　
　
　
　

第
六
選
挙
区
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

院
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名　

鳩
山　

二
郎　
　
　
　

鳩
山　

邦
夫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
進
党
北
九　

野
村
ま
ゆ
み　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
北
九
州
市
若　

福
岡
県
北
九
州
市
若　

二
八
、
一
一
、
二
九

州
市
若
松
区　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

松
区
本
町
三
―
一
一　

松
区
和
田
町
一
五
―　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
一
―
一
四
〇
六　
　

三
五
ポ
ー
ト
サ
イ
ド　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ａ
一
〇
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
進
党
福
岡　

山
内　

康
一　

会
計
責
任
者
の　

青
木　
　

力　
　
　
　

竹
内　

美
貴　
　
　
　

二
八
、
一
二
、　

一

県
第
３
区
総　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
進
党
福
岡　

稲
富　

修
二　

会
計
責
任
者
の　

稲
富
由
紀
子　
　
　
　

大
村　

友
起　
　
　
　

二
八
、
一
二
、　

一

県
第
２
区
総　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

政
治
団
体　
　

代
表
者　
　
　

異
動
事
項　
　
　
　
　

新　
　
　
　
　
　
　
　

旧　
　
　
　
　
　

�

異
動
年
月
日�　

　

の
名
称　
　
　

の
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　
　
　

�

井
上
秀
作
後
援　

井
上　

秀
作　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
北
九
州
市　

福
岡
県
北
九
州
市　
　

二
八
、
一
二
、
一
四

会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

小
倉
南
区
徳
力
四　

小
倉
南
区
山
手
二　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
三
〇
―
八
―
二　

�

―
一
二
―
五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
一
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会



第３８７０号 増刊①福 岡 県 公 報平成 29 年２月 24 日　金曜日9

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

�

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

�

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

愛
と
平
和
の
党　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
竹　

敏
昭　

二
八
、
一
二
、
二
七

明
日
の
太
宰
府
を
考
え
る
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

芦
刈　
　

茂　

二
七
、
一
二
、
三
一

太
田
武
文
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
田　

武
文　

二
八
、　

一
、　

一

税
理
士
に
よ
る
大
久
保
勉
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田　

茂
樹　

二
八
、
一
二
、
二
〇

竹
内
ひ
び
き
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
内
今
日
生　

二
八
、
一
二
、
二
三

田
中
純
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
木　

巧
一　

二
八
、
一
一
、
一
一

福
岡
県
商
工
政
治
連
盟
太
宰
府
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
岡　

善
雄　

一
四
、　

六
、　

七

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　
　

治　
　

団　
　

体　
　

の　
　

名　
　

称　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　
　
　

�

解
散
年
月
日�　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
氏
名　
　
　

�　
　
　
　

資
金
管
理
団　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

体
の
届
出
を　

公
職
の
種
類　

資
金
管
理
団
体
の　
　

�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地�　
　
　
　
　
　

�

指
定
年
月
日�　

し
た
者
（
代　
　
　
　
　
　
　

名
称　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

表
者
）
の
氏　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

案
浦　

兼
敏　

粕
屋
町
議
会　

案
浦
か
ね
と
し
後　

福
岡
県
糟
屋
郡
粕
屋
町
大
字
酒
殿
一
一
二　

二
八
、
一
二
、　

五

　
　
　
　
　
　

議
員　
　
　
　

援
会　
　
　
　
　
　

三　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

亀
田　

安
夫　

香
春
町
議
会　

亀
田
安
夫
後
援
会　

福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
大
字
香
春
二
一
三　

二
八
、
一
二
、
一
二

　
　
　
　
　
　

議
員　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

冨
士
川
厚
子　

北
九
州
市
議　

ふ
じ
か
わ
厚
子
後　

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
北
区
上
富
野
三
―　

二
八
、
一
〇
、
二
五

　
　
　
　
　
　

会
議
員　
　
　

援
会　
　
　
　
　
　

一
六
―
二
七　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

北
九
州
の
未
来　

三
原　

朝
利　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
北
九
州
市　

福
岡
県
北
九
州
市　
　

二
八
、
一
二
、　

六

を
つ
く
る
会　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

若
松
区
本
町
三
―　

八
幡
西
区
千
代
ケ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
―
一
八　
　
　
　

崎
一
―
三
―
五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
階　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

尾
方　

陸
朗　
　
　

仲　
　

嘉
久　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

久
留
米
三
井
薬　

満
安　

徹
也　

代
表
者
の
氏
名　

満
安　

徹
也　
　
　

友
安　

義
延　
　
　
　

二
八
、　

四
、
二
七

剤
師
連
盟　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
責
任
者
の　

福
元　

哉
史　
　
　

満
安　

徹
也　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

讃
井
さ
ち
こ
と　

讃
井
早
智
子　

政
治
団
体
の
名　

讃
井
さ
ち
こ
と
“　��

さ
ぬ
い
さ
ち
こ
と　
　

二
八
、
一
二
、
一
四

“市
民
と
政
治　
　
　
　
　
　
　

��

称　
　
　
　
　
　

市
民
と
政
治
”を　

��

“市
民
と
政
治
”を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

”を
つ
な
ぐ
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
な
ぐ
会　
　
　
　

��

つ
な
ぐ
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
川
商
工
同
志　

谷
口　

金
蔵　

代
表
者
の
氏
名　

谷
口　

金
蔵　
　
　

佐
渡　

文
夫　
　
　
　

二
八
、
一
一
、
二
六

会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

博
多
織
振
興
連　

寺
嶋　

貞
夫　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
福
岡
市
博　

福
岡
県
福
岡
市
博　
　

二
八
、　

八
、　

八

盟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

多
区
奈
良
屋
町
五　

多
区
博
多
駅
南
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
一
〇
博
多
織
会　

丁
目
一
四
―
一
二　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

館
三
Ｆ　
　
　
　
　

博
多
織
会
館
三
Ｆ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
商
工
政　

鶴
野　

宏
之　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
三
井
郡
大　

福
岡
県
三
井
郡
大　
　

二
八
、　

五
、
二
九

治
連
盟
大
刀
洗　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

刀
洗
町
大
字
冨
多　

刀
洗
町
大
字
山
隈　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
一
九　
　
　
　
　

一
七
三
八
―
二
七　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名　

鶴
野　

宏
之　
　
　

高
松　

耕
作　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
農
政
連　

吉
村　

克
之　

会
計
責
任
者
の　

原
田　

正
成　
　
　

大
庭　

和
年　
　
　
　

二
八
、　

五
、
一
四

糸
島
支
部　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
名　
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る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

�

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金

管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
四
日

�

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

資
金
管
理
団　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

体
の
届
出
を　

資
金
管
理
団
体
の　
　

異
動
事
項　
　
　
　
　

新　
　
　
　
　
　
　

旧　
　
　
　
　

�

異
動
年
月
日�　

し
た
者
の
氏　

名
称　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　

�　

井
上　

秀
作　

井
上
秀
作
後
援
会　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
北
九
州
市　

福
岡
県
北
九
州
市　

二
八
、
一
二
、
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

小
倉
南
区
徳
力
四　

小
倉
南
区
山
手
二　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
三
〇
―
八
―
二　

―
一
二
―
五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
一
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

讃
井
早
智
子　

讃
井
さ
ち
こ
と
“�　�

政
治
団
体
の
名　

讃
井
さ
ち
こ
と
“　��

さ
ぬ
い
さ
ち
こ
と　

二
八
、
一
二
、
一
四

　
　
　
　
　
　

市
民
と
政
治
”を　

��

称　
　
　
　
　
　

市
民
と
政
治
”を　

�

“市
民
と
政
治
”
を　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

つ
な
ぐ
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
な
ぐ
会　
　
　
　

つ
な
ぐ
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
原　

朝
利　

北
九
州
の
未
来
を　

主
た
る
事
務
所　

福
岡
県
北
九
州
市　

福
岡
県
北
九
州
市　

二
八
、
一
二
、　

六

　
　
　
　
　
　

つ
く
る
会　
　
　
　

の
所
在
地　
　
　

若
松
区
本
町
三
―　

八
幡
西
区
千
代
ケ　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
―
一
八　
　
　
　

崎
一
―
三
―
五　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
階　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
職
の
種
類　
　

北
九
州
市
議
会
議　

指
定
市
長
北
九
州　

二
八
、
一
二
、　

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

員　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出　
　
　

資　

金　

管　

理　

団　

体　

の　

名　

称　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

取
消
年
月
日　

�

を
し
た
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　
　

�

竹
内
今
日
生　
　
　
　
　
　
　

竹
内
ひ
び
き
後
援
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
八
、
一
二
、
二
三




